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箱根地域用語集

緑地率 敷地面積から建築物，駐車場，道路等の人為的な工作物の面積を除く，

おおむね樹林地とみなされる部分の面積の敷地面積に対する割合をい

う。

例）樹林地とみなさない部分

・建築物

・駐車場

・自然芝の駐車場

・屋外運動施設（テニスコート，ゴルフ練習場等）

・屋外機，受水槽，浄化槽等地上に露出している部分の水平投影面積

・進入路，散策路等（未舗装のものを含む）

・枯山水的庭

・全面芝生の庭

壁面長 壁面長の測定例を以下に示す。

50m以下

建築物

50m以下

建築物 建築物

渡り廊下

渡り廊下でつなぐ場合

渡り廊下を当該最高部より高い樹木により隠蔽する場合

50m以下

建築物 建築物

渡り廊下

50m以下測定しない

（10m以上離すこと）

（建物が10mを越える場合には建築物の高さ以上）

資料８ 用語集（自然公園法の許認可にあたって）


